
旧
住
所
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で
投
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で
き
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す

　
投
票
日
当
日
に
、

旧
住
所
地
に
行
っ
て

投
票
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る
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と
が
で

き
ま
す
。

　
ま
た
、
投
票
日
前

で
も
、
旧
住
所
地
の

期
日
前
投
票
所
に

行
っ
て
投
票
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
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旧住所地の
選挙管理委員会

新住所地の
選挙管理委員会

選挙人

不在者投票の流れ

投票用紙など
必要書類の交付

必要書類を
持参して投票

B市
（新住所地）

A市
（旧住所地）

平成 28年春 平成 28年夏

3カ月後は、新住所地で
投票できるようになり
ます

新住所地に引っ越してから
3カ月経過しなければ、
新住所地では投票できません

参
議
院
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挙

1
2

3 4

引
っ
越
し
て
３
カ
月
以
上

経
っ
て
な
い
け
ど
、

投
票
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
？

※不在者投票は、選挙期間中、仕事や旅行などで現住所地以外の市区町村に滞在している人も、
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行うことができます。

3カ月

3カ月

引っ越し

旧住所地に3カ月以上
住んでいたので、
旧住所地で投票できます

投票用紙など
必要書類の請求

記入済み
投票用紙を郵送

※

新
住
所
地
で
投
票

す
る
に
は
、新
住
所
地

に
転
入
届
を
し
た
日

か
ら
参
議
院
選
挙
の

公
示
日（
選
挙
期
日
の

少
な
く
と
も
17
日
前
）

前
日
ま
で
に
３
カ
月

以
上
住
ん
で
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
選
挙
期
間
中
に
旧
住
所

地
に
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
不
在
者
投
票

と
い
う
制
度
を
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

1
旧
住
所
地
の
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
に
、
直

接
ま
た
は
郵
便
物
で
投
票

用
紙
な
ど
必
要
な
書
類
を

請
求
し
ま
す
。

2
交
付
さ
れ
た
投
票
用
紙

な
ど
持
参
し
て
、
新
住
所

地
市
区
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
に
出
向
き
ま
す
。

【
注
意
】不
在
者
投
票
は
、書

類
の
や
り
と
り
を
郵
送
で

行
う
た
め
、手
続
き
に
時
間

が
か
か
り
ま
す
の
で
早
め

に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票
の
手
続
き

今
年
の
春
、

   

引
っ
越
し

   

し
た
人
へ

明るい選挙のキャラクター

選挙のめいすいくん

選
挙
権
年
齢
が

「
満
18
歳
以
上
」に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す

※

引
っ
越
し
た
ら
す
ぐ
に
住
民
票
を
移
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。
選
挙
権
を
行
使
す
る
た
め
に
も
、
忘

れ
ず
に
住
民
票
を
移
し
ま
し
ょ
う
。

不
在
者
投
票
と
い
う

方
法
が
あ
り
ま
す 

旧
住
所
地
に

行
け
な
い
場
合
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
？
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選
挙
で
投
票
す
る
場
所
は
、原
則
と
し
て
住
民
票

の
あ
る
市
区
町
村
で
す
。

　
今
回
、
公
職
選
挙
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
新
し
く
有
権
者
と
な
る
18
歳
、
19
歳
の
人
が

今
年
の
春
に
引
っ
越
し
て
も
、旧
住
所
地
に
３
カ

月
以
上
住
ん
で
い
た
場
合
、夏
の
選
挙
に
は
旧
住

所
地
で
投
票
で
き
ま
す
。

引
っ
越
し
て
も
旧
住
所
地
で

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
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　多くの人に選挙を身近に感じていただき、気軽に投票できる投票所づくりを目指すた
め、投票立会人を募集します。

参議院議員通常選挙

問町選挙管理委員会 ☎028（677）1111

立会の種類 期 日 前 の 立 会 い
期日前投票所（芳賀町役場） 選挙人名簿に登録されている各投票所

当 日 の 立 会 い
立 会 場 所

立　会　日 選挙日当日

投票時間　8：30～20：00 投票時間　7：00～20：00
集合時間　8：15 集合時間　6：30
解散時間　20：15頃

※立会人3人のうち1人は、開票所へ投票箱
　を移送していただきます。

2人／日 3人／投票所

昼食、夕食は事務局で用意します。 昼食、夕食は事務局で用意します。

解散時間　20：15頃

期日前投票期間（告示日翌日～投票日前日）
のうち、希望する日

報 　　 酬
9，500円（源泉徴収有り）
指定口座にお振り込みします。

10，700円（源泉徴収有り）
指定口座にお振り込みします。

立 会 人 数

そ　の　他

立 会 時 間

【応募資格】
応募時に芳賀町内に住所を有し、芳賀町選挙人名簿に登録されている人で、公職選挙法第11条第1項
各号（禁固以上の刑に処せられ、その刑が執行中の人等）に該当しない人。

【応募方法】
町ホームページまたは役場2階総務課の申込書に記入の上、選挙管理委員会事務局に提出
（郵送可：〒321－3392 芳賀町大字祖母井1020番地　芳賀町選挙管理委員会事務局）

【募集期限】
6月15日（水）17：00必着

【立会人の決定】
応募資格確認後、立会人可否の連絡と日程調整の文書を送付します。
応募により取得した個人情報は、投票立会人の選任以外の目的には使用しません。

　投票立会人の業務とは?

「投票立会人」の募集

【Q1】

　どのようなことをするの?何時間立ち会えばいいの?【Q2】

　期日前または投票日当日の投票所において、投票が公正に行われているかを見届けること
が主な業務です。
　選挙制度や政治等に関する専門知識や経験は不要であり、決して難しい内容ではありません。

【A1】

　業務内容は次の4つです。立会時間等は上の表をご覧ください。
1　最初に投票する際に、投票箱が空であることの確認（期日前投票の場合、初日のみ）
2　投票する人が投票所に入場し、投票用紙を間違いなく投票箱に入れ、退場するまでの確認
3　投票終了後に、投票箱が封鎖されているかの確認
4　その他、投票手続きの全般に立ち会うこと等

【A2】

7 広報はが  平成28年6月号


